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指名委員会・報酬委員会人事について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「指名委員会」「報酬委員会」の委員を決定しましたので、下記のとおり

お知らせします。 

記 

 

＜指名委員会＞ 

【新任】 委員長 阿部 敦 (当社独立社外取締役、取締役会議長、 

株式会社産業創成アドバイザリー シニア・アドバイザー)  

【再任】 委員 古城 佳子 (当社独立社外取締役、 

青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 教授) 

【新任】 委員 スコット キャロン (当社独立社外取締役、 

いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長) 

【新任】 委員 山本 正已 (当社取締役シニアアドバイザー) 

＜報酬委員会＞ 

【再任】 委員長 向井 千秋 (当社独立社外取締役、東京理科大学 特任副学長) 

【再任】 委員 古城 佳子 (同上) 

【新任】 委員 スコット キャロン (同上) 

【新任】 委員 佐々江 賢一郎 (当社独立社外取締役、 

公益財団法人日本国際問題研究所 理事長) 

【ご参考】指名委員会・報酬委員会について 

当社は、役員選任プロセスの透明性および客観性の確保、役員報酬決定プロセスの透明性および客観性ならび

に役員報酬の体系および水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会および報

酬委員会を2009年10月に設置しています。  

指名委員会は、当社の「コーポレートガバナンス基本方針」に定めた「コーポレートガバナンス体制の枠組み」

と「役員の選解任手続きと方針」に基づき、役員候補者について審議し、取締役会に答申しています。また、報

酬委員会は、「コーポレートガバナンス基本方針」に定めた「役員報酬の決定手続きと方針」に基づき、定額報酬

の水準と、業績連動報酬の算定方法を取締役会に答申することとしており、加えて、取締役会から代表取締役社

長に委任されている取締役の個人別報酬等の決定は報酬委員会の承認を条件としております。 

 

コーポレートガバナンス基本方針 

https://pr.fujitsu.com/jp/ir/governance/governancereport-b-jp.pdf 

                                                                                 以 上 


